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（ 第 １ 号 ） 表 紙

売 渡 計 画 書

（ 第 号 ）

表 紙 共 何 枚

農 業 委 員 会 会 長 印

１ 総 括

農 地 採 草 附 帯 施 設

放 牧

田 畑 計 地 農 地 、 採 建 物 立 木 そ の 他 合 計

草 放 牧 地

以 外 の 土 地

(㎡ ) (㎡ ) (㎡ ) (㎡ ) (㎡ ) (棟 ) (㎥ )

面 積 又 は

数 量

対 価 円 円 円 円 円 円 円 円 円

一 時 払 円 円 円 円 円 円 円 円 円

年 賦 払 円 円 円 円 円 円 円 円 円

２ 買 収 又 は 所 管 換 （ 所 属 替 ） の 期 日

平 成 年 月 日

３ 売 渡 し の 期 日

平 成 年 月 日

（ 第 ２ 号 ） 農 地 ・ 採 草 放 牧 地

住 所
売 渡 し の 相 手 方

氏 名

土 地 の 表 示 対 価 及 び そ の 支 払 方 法

市 町 村 土 地 竹 木
摘 要

大 字 字 地 番 登 記 簿 地 目 面 積 対 価 一 時 年 賦 対 価 一 時 年 賦

（ ㎡ ） 払 払 払 払

(円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 )

小 計

小 計



１ 併 せ て 売 り 渡 す べ き 附 帯 施 設

(1 )土 地 の 場 合

土 地 の 表 示
対 価 及 び そ の 支 払 方 法

市 町 村
摘 要

大 字 字 地 番 登 記 簿 地 目 面 積 対 価 一 時 払 年 賦 払

（ ㎡ ）

(円 ) (円 ) (円 )

小 計

( 2 )建 物 そ の 他 工 作 物 の 場 合

物 件 の 表 示
対 価 及 び そ の 支 払 方 法

市 町 村
摘 要

大 字 字 地 番 種 類 構 造 床 面 積 又 対 価 一 時 払 年 賦 払

は 数 量

(円 ) (円 ) (円 )

小 計

( 3 )立 木 の 場 合

物 件 の 表 示
対 価 及 び そ の 支 払 方 法

市 町 村
摘 要

大 字 字 地 番 樹 種 数 量 樹 齢 対 価 一 時 払 年 賦 払

(円 ) (円 ) (円 )

小 計

( 4 )水 の 使 用 に 関 す る 権 利 の 割 合

対 価 及 び そ の 支 払 方 法

内 容 摘 要

対 価 一 時 払 年 賦 払

(円 ) (円 ) (円 )

小 計

２ 農 地 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 2 1年 法 律 第 5 7号 ） 第 １ 条

の 規 定 に よ る 改 正 前 の 農 地 法 （ 昭 和 2 7年 法 律 第 2 2 9号 ） 第 8 7条 の 指

定 が 行 わ れ た 場 合 に は そ の 指 定 の 内 容

３ 添 付 資 料

農 地 又 は 採 草 放 牧 地 買 受 申 込 書
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売 渡 不 適 通 知 書

番 号

平 成 年 月 日

住 所

氏 名 殿

農 業 委 員 会 会 長 印

平 成 年 月 日 付 け で 貴 殿 か ら 下 記 土 地 に つ き 農 地 法 等 の 一 部 を 改 正

す る 法 律 （ 平 成 21年 法 律 第 5 7号 ） 第 １ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 農 地 法 （ 昭

和 2 7年 法 律 第 2 2 9号 ） 第 3 7条 の 規 定 に よ る 買 受 申 込 書 の 提 出 が あ り ま し た

が 、 貴 殿 は 同 法 第 36条 第 １ 項 各 号 の い ず れ に も 該 当 し な い と 認 め ら れ る こ

と か ら 、 同 法 第 38条 の 規 定 に 基 づ く 送 付 を し な い こ と を 決 定 し ま し た の で

そ の 旨 通 知 し ま す 。

記

土 地 の 所 在 、 地 番 登 記 簿 地 目 面 積

（ ㎡ ）

【 教 示 】

こ の 処 分 に 不 服 が あ る と き は ､行 政 不 服 審 査 法 （ 昭 和 37年 法 律 第 16 0

号 ） 第 ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 こ の 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の

翌 日 か ら 起 算 し て 6 0日 以 内 に ○ ○ 都 道 府 県 知 事 に 対 し 審 査 請 求 を す る

こ と が で き ま す 。

な お 、 審 査 請 求 を さ れ る 場 合 に は 、 同 法 第 15条 に 規 定 す る 事 項 を 記

載 し た 審 査 請 求 書 正 副 ２ 通 を 直 接 ○ ○ 都 道 府 県 知 事 に 、 ま た は 、 当 農

業 委 員 会 を 経 由 し て ○ ○ 都 道 府 県 知 事 に 提 出 し て く だ さ い 。

（ 記 載 要 領 ）

相 手 方 が 法 人 で あ る 場 合 に は 、 住 所 は 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 を 、 氏 名 は

法 人 の 名 称 及 び 代 表 者 の 氏 名 を そ れ ぞ れ 記 載 す る 。
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売 渡 通 知 書
平 成 年 月 日 発 行

年 号 都 道 府 県 名 №

住 所

氏 名 殿

都 道 府 県 知 事 印

農 地 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 2 1年 法 律 第 5 7号 ） 第 １ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 農

地 法 （ 昭 和 27年 法 律 第 2 2 9号 。 以 下 「 旧 農 地 法 」 と い う 。） 第 36条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 売 渡

し を 下 記 に よ っ て 行 い ま す 。

売 渡 し の 期 日 平 成 年 月 日

農 地 採 草 放 牧 地 附 帯 施 設 計

対 価 の 総 額 (円 ) (円 ) (円 ) (円 )

対 価 の 一 時 払

支 払 方

法 年 賦 払

年 賦 償 還 金

売 り 渡 す べ き 土 地 及 び 物 別 紙 の と お り

件 の 所 在 及 び 表 示

売 渡 し の 相 手 方 の 氏 名 及 別 紙 の と お り

び 住 所

一 時 払 納 入 通 知 書 の 規 定 に よ っ て 納 入 し な け れ ば な り ま せ ん 。

対 価 の 支 払 時 期 及 び 償 還

期 間 年 賦 払 償 還 期 間 中 毎 年 月 日 ま で に 納 入 通 知 書 の 指 定 に よ

っ て 納 入 し な け れ ば な り ま せ ん 。

年 賦 償 還 平 成 年 月 日 か ら

期 間 平 成 年 月 日 ま で

（ 留 意 事 項 ） 裏 面 の 注 意 を よ く お 読 み く だ さ い 。

（ 裏 面 ）
(1 ) こ の 通 知 書 は 旧 農 地 法 第 39条 の 規 定 に 基 づ い て 交 付 さ れ る も の で す 。
( 2 ) こ の 通 知 書 に よ っ て 売 り 渡 さ れ る 農 地 、 採 草 放 牧 地 及 び 附 帯 施 設 の 所 有 権
は 表 記 の 「 売 渡 し の 期 日 」 に 移 転 し ま す 。

(3 ) 支 払 義 務 者 又 は そ の 相 続 人 が 対 価 の 支 払 地 に 住 所 を 有 し な く な っ た と き は 、
支 払 代 理 人 を 定 め て 、 そ の 旨 を 市 町 村 を 通 じ て 都 道 府 県 知 事 に 申 告 し て く
だ さ い 。

( 4 ) 対 価 は 支 払 時 期 ま で に 納 付 し な け れ ば な り ま せ ん 。 支 払 時 期 ま で に 納 付 を
怠 っ た と き は 、 旧 農 地 法 第 4 3条 の 規 定 に よ り 滞 納 処 分 を 受 け る こ と と な り
ま す 。

( 5 ) 年 賦 償 還 期 間 中 に 次 の と き は 、 未 償 還 金 の 全 額 に つ い て 期 限 を 繰 り 上 げ て
支 払 わ な け れ ば な り ま せ ん 。
(ｲ ) 売 渡 し さ れ た 土 地 等 を 売 り 渡 す と き
(ﾛ ) 毎 年 の 年 賦 償 還 金 を 期 限 ま で に 支 払 わ な い と き
( ﾊ ) 旧 農 地 法 第 4 3条 第 ７ 項 で 準 用 す る 国 税 通 則 法 （ 昭 和 3 7年 法 律 第 6 6号 ） 第
38条 第 １ 項 各 号 の 一 に 掲 げ る 事 由 の あ る と き



【 教 示 】
１ こ の 処 分 に 不 服 が あ る と き は 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 2 2年 法 律 第 6 7号 ） 第 2 5 5

条 の ２ の 規 定 に よ り 、 こ の 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 か ら 6 0日 以 内 （ 処

分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し ま す 。） に 、 農 林 水 産 大 臣 に 審

査 請 求 書 （ 行 政 不 服 審 査 法 （ 昭 和 3 7年 法 律 第 1 6 0号 ） 第 1 5条 の 規 定 に よ る 事

項 を 記 載 し な け れ ば な り ま せ ん 。） 正 副 ２ 通 を 提 出 し て 審 査 請 求 を す る こ と

が で き ま す （ な お 、 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 か ら 60日 以 内 で あ っ て も 、

処 分 の 日 か ら １ 年 を 経 過 し た と き は 審 査 請 求 を す る こ と は で き ま せ ん 。）。

た だ し 、 対 価 の 額 に つ い て の 不 服 を こ の 処 分 に つ い て の 不 服 の 理 由 と す る

こ と は で き ま せ ん 。

な お 、 審 査 請 求 書 は 、 都 道 府 県 知 事 を 経 由 し て 農 林 水 産 大 臣 に 提 出 で き ま

す し 、 ま た 直 接 農 林 水 産 大 臣 に 提 出 で き ま す が 、 直 接 提 出 す る 場 合 に は な

る べ く ○ ○ 市 ○ ○ 町 ○ ○ 番 地 ○ ○ 農 政 局 長 （ 沖 縄 に あ っ て は 内 閣 府 沖 縄 総

合 事 務 局 長 ） に 提 出 し て 下 さ い 。

２ こ の 処 分 の 取 消 し の 訴 え は 、 こ の 処 分 に つ い て の 審 査 請 求 に 対 す る 裁 決 が

あ っ た こ と を 知 っ た 日 か ら ６ か 月 以 内 （ 裁 決 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌

日 か ら 起 算 し ま す 。） に 、 都 道 府 県 を 被 告 と し て （ 訴 訟 に お い て 都 道 府 県 を

代 表 す る 者 は 知 事 と な り ま す 。）、 提 起 す る こ と が で き ま す （ な お 、 処 分 に

つ い て の 審 査 請 求 に 対 す る 裁 決 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 か ら ６ か 月 以 内 で

あ っ て も 、 裁 決 の 日 か ら １ 年 を 経 過 し た と き は 処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起

す る こ と は で き ま せ ん 。）。

３ こ の 処 分 の 取 消 し の 訴 え は 、 旧 農 地 法 第 8 5条 の ２ の 規 定 に よ り 、 こ の 処 分

に つ い て の 審 査 請 求 に 対 す る 裁 決 を 経 た 後 で な け れ ば 提 起 す る こ と が で き

ま せ ん が 、 次 の ① か ら ③ ま で の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 審 査 請 求 に 対

す る 裁 決 を 経 な い で 処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が で き ま す 。

こ の 場 合 に お い て は 、 処 分 の 取 消 し の 訴 え は 、 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た

日 か ら ６ か 月 以 内 （ 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し ま す 。）

に 提 起 す る こ と が で き ま す （ な お 、 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 か ら ６ か

月 以 内 で あ っ て も 、 処 分 の 日 か ら １ 年 を 経 過 し た と き は 、 処 分 の 取 消 し の

訴 え を 提 起 す る こ と は で き ま せ ん 。）。

① 審 査 請 求 が あ っ た 日 か ら ３ か 月 を 経 過 し て も 裁 決 が な い と き 。

② 処 分 、 処 分 の 執 行 又 は 手 続 の 続 行 に よ り 生 ず る 著 し い 損 害 を 避 け る

た め 緊 急 の 必 要 が あ る と き 。

③ そ の 他 裁 決 を 経 な い こ と に つ き 正 当 な 理 由 が あ る と き 。

（ 記 載 要 領 ）
１ 相 手 方 が 法 人 の 場 合 に は 、 住 所 は 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 を 、 氏 名 は 法
人 の 名 称 及 び 代 表 者 の 氏 名 を そ れ ぞ れ 記 載 す る 。

２ 「 売 渡 し の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所 」 に つ い て は 、 法 人 の 場 合 に は １ と
同 様 に 記 載 す る 。

３ 「 教 示 」 の 下 線 の 部 分 は 、 北 海 道 の 場 合 に は 記 載 し な い 。
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売 渡 通 知 書
平 成 年 月 日 発 行

年 号 都 道 府 県 名 №

住 所

氏 名 殿

都 道 府 県 知 事 印

農 地 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 21年 法 律 第 57号 ） 第 １ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 農 地

法 （ 昭 和 2 7年 法 律 第 2 2 9号 。 以 下 「 旧 農 地 法 」 と い う 。） 第 3 6条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 売 渡 し

を 下 記 に よ っ て 行 い ま す 。

売 渡 し の 期 日 平 成 年 月 日

農 地 採 草 放 牧 地 附 帯 施 設 計

対 価 の 総 額 (円 ) (円 ) (円 ) (円 )

対 支 払 一 時 払

価 区 分

の 据 置 年 賦 払

支

払 年 賦 第 一 年 次

方 償 還

法 第 二 年 次 以 降

支 払 一 時 払 納 入 通 知 書 の 指 定 に よ っ て 納 入 し な け れ ば な り ま せ ん 。

の

実 行 年 償 還 期 間 平 成 年 月 日 か ら 平 成 年 月 日 ま で（ 据 置 期 間 を 含 む ）

方 法 賦

払 据 置 に 関 平 成 年 月 日 か ら 平 成 年 月 日 ま で を 据 置 期 間 と し ま

す る 事 項 す 。 据 置 期 間 中 は 毎 年 据 置 金 額 に 対 す る 年 利 ５ ． ５ パ ー セ ン ト

の 利 子 を 納 入 通 知 書 の 指 定 に よ っ て 納 入 し な け れ ば な り ま せ ん 。

年 賦 償 還 平 成 年 月 日 か ら 平 成 年 月 日 ま で の 間 毎 年 月 日

を 支 払 期 日 と し 納 入 通 知 書 の 指 定 に よ っ て 納 入 し な け れ ば な り

ま せ ん 。

売 り 渡 す べ き 土 地 及 び 物 別 紙 の と お り

件 の 所 在 及 び 表 示

売 渡 し の 相 手 方 の 氏 名 又 別 紙 の と お り

は 住 所

（ 留 意 事 項 ） 裏 面 の 注 意 を よ く お 読 み く だ さ い 。

（ 裏 面 ）

(1 ) こ の 通 知 書 は 旧 農 地 法 第 39条 の 規 定 に よ っ て 交 付 さ れ る も の で す 。

( 2 ) こ の 通 知 書 に よ っ て 売 り 渡 さ れ る 農 地 、 採 草 放 牧 地 及 び 附 帯 施 設 の 所 有 権

は 表 記 の 「 売 渡 し の 期 日 」 に 移 転 し ま す 。

(3 ) 支 払 義 務 者 又 は そ の 相 続 人 が 対 価 の 支 払 地 に 住 所 を 有 し な く な っ た と き は 、

支 払 代 理 人 を 定 め て 、 そ の 旨 を 市 町 村 を 通 じ て 都 道 府 県 知 事 に 申 告 し て く だ

さ い 。



( 4 ) 対 価 は 支 払 時 期 ま で に 納 付 し な け れ ば な り ま せ ん 。 支 払 時 期 ま で に 納 付 を

怠 っ た と き は 、 旧 農 地 法 第 4 3条 の 規 定 に よ り 滞 納 処 分 を 受 け る こ と と な り ま

す 。

( 5 ) 年 賦 償 還 期 間 （ 据 置 期 間 を 含 む 。） 中 に 次 の と き は 、 未 償 還 金 の 全 額 に つ い

て 期 限 を 繰 り 上 げ て 支 払 わ な け れ ば な り ま せ ん 。

(ｲ ) 売 渡 し さ れ た 土 地 等 を 売 り 渡 す と き

(ﾛ ) 毎 年 の 年 賦 償 還 金 を 期 限 ま で に 支 払 わ な い と き

( ﾊ ) 旧 農 地 法 第 4 3条 第 ７ 項 で 準 用 す る 国 税 通 則 法 （ 昭 和 3 7年 法 律 第 6 6号 ） 第 3

8条 第 １ 項 各 号 の 一 に 掲 げ る 事 由 の あ る と き

【 教 示 】

１ こ の 処 分 に 不 服 が あ る と き は 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 2 2年 法 律 第 6 7号 ） 第 2 5 5

条 の ２ の 規 定 に よ り 、 こ の 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 か ら 6 0日 以 内 （ 処

分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し ま す 。） に 、 農 林 水 産 大 臣 に 審

査 請 求 書 （ 行 政 不 服 審 査 法 （ 昭 和 3 9年 法 律 第 1 6 0号 ） 第 1 5条 の 規 定 に よ る 事

項 を 記 載 し な け れ ば な り ま せ ん 。） 正 副 ２ 通 を 提 出 し て 審 査 請 求 を す る こ と

が で き ま す （ な お 、 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 か ら 60日 以 内 で あ っ て も 、

処 分 の 日 か ら １ 年 を 経 過 し た と き は 審 査 請 求 を す る こ と は で き ま せ ん 。）。

た だ し 、 対 価 の 額 に つ い て の 不 服 を こ の 処 分 に つ い て の 不 服 の 理 由 と す る

こ と は で き ま せ ん 。

な お 、 審 査 請 求 書 は 、 都 道 府 県 知 事 を 経 由 し て 農 林 水 産 大 臣 に 提 出 で き ま

す し 、 ま た 直 接 農 林 水 産 大 臣 に 提 出 で き ま す が 、 直 接 提 出 す る 場 合 に は な

る べ く ○ ○ 市 ○ ○ 町 ○ ○ 番 地 ○ ○ 農 政 局 長 （ 沖 縄 に あ っ て は 内 閣 府 沖 縄 総

合 事 務 局 長 ） に 提 出 し て 下 さ い 。

２ こ の 処 分 の 取 消 し の 訴 え は 、 こ の 処 分 に つ い て の 審 査 請 求 に 対 す る 裁 決 が

あ っ た こ と を 知 っ た 日 か ら ６ か 月 以 内 （ 裁 決 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌

日 か ら 起 算 し ま す 。） に 、 都 道 府 県 を 被 告 と し て （ 訴 訟 に お い て 都 道 府 県 を

代 表 す る 者 は 知 事 と な り ま す 。）、 提 起 す る こ と が で き ま す （ な お 、 処 分 に

つ い て の 審 査 請 求 に 対 す る 裁 決 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 か ら ６ か 月 以 内 で

あ っ て も 、 裁 決 の 日 か ら １ 年 を 経 過 し た と き は 処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起

す る こ と は で き ま せ ん 。）。

３ こ の 処 分 の 取 消 し の 訴 え は 、 旧 農 地 法 第 8 5条 の ２ の 規 定 に よ り 、 こ の 処 分 に

つ い て の 審 査 請 求 に 対 す る 裁 決 を 経 た 後 で な け れ ば 提 起 す る こ と が で き ま せ ん

が 、 次 の ① か ら ③ ま で の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 審 査 請 求 に 対 す る 裁 決 を

経 な い で 処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が で き ま す 。

こ の 場 合 に お い て は 、 処 分 の 取 消 し の 訴 え は 、 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日

か ら ６ か 月 以 内 （ 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し ま す 。） に 提

起 す る こ と が で き ま す （ な お 、 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 か ら ６ か 月 以 内 で

あ っ て も 、 処 分 の 日 か ら １ 年 を 経 過 し た と き は 、 処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す

る こ と は で き ま せ ん 。）。

① 審 査 請 求 が あ っ た 日 か ら ３ か 月 を 経 過 し て も 裁 決 が な い と き 。

② 処 分 、 処 分 の 執 行 又 は 手 続 の 続 行 に よ り 生 ず る 著 し い 損 害 を 避 け る た

め 緊 急 の 必 要 が あ る と き 。

③ そ の 他 裁 決 を 経 な い こ と に つ き 正 当 な 理 由 が あ る と き 。

（ 記 載 要 領 ）
１ こ の 売 渡 通 知 書 は 年 賦 措 置 の 場 合 に 用 い る 。
２ 相 手 方 が 法 人 の 場 合 に は 、 住 所 は 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 を 、 氏 名 は 法 人 の
名 称 及 び 代 表 者 の 氏 名 を そ れ ぞ れ 記 載 す る 。

３ 「 売 渡 し の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所 」 に つ い て は 、 法 人 の 場 合 に は ２ と 同 様
に 記 載 す る 。

４ 「 教 示 」 の 下 線 の 部 分 は 、 北 海 道 の 場 合 に は 記 載 し な い 。



様 式 例 第 ２ 号 の ５

○ ○ 農 委 公 示 第 号

平 成 年 月 日 を 売 渡 し の 期 日 と す る 下 記 の 土 地 及 び 附 帯 施 設 の 売 渡

通 知 書 の 謄 本 は 、 平 成 年 月 日 ○ ○ 都 道 府 県 か ら 交 付 さ れ た の で 、 農

地 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 21年 法 律 第 57号 ） 第 １ 条 の 規 定 に よ る

改 正 前 の 農 地 法 （ 昭 和 2 7年 法 律 第 2 2 9号 ） 第 3 9条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 公 示

す る 。

平 成 年 月 日

農 業 委 員 会 会 長 印

買 受 者

所 在 大 字 字 地 番 登 記 簿 面 積 氏 名

地 目 又 は 名 称

（ ㎡ ）


